
付議案第11号 

 

福岡市児童生徒等就学援助規則の一部を改正する規則案 

 

上記の付議案を提出する。 

令和４年３月15日 

 

福岡市教育委員会 

教育長 星子 明夫 

 

理由 

本件は,令和４年４月から開校する福岡市立福岡きぼう中学校に通学する生徒又は生

徒の生計維持者に対し，就学援助制度を適用することから，福岡市児童生徒等就学援助

規則の一部を改正する必要があるので，福岡市教育委員会事務委任規則第２条第１項第

２号の規定により付議するものである。 

 

福岡市児童生徒等就学援助規則の一部を改正する規則 

 

福岡市児童生徒等就学援助規則（平成19年福岡市教育委員会規則第５号）の一部を次

のように改正する。 

第１条を次のように改める。 

（趣旨） 

第１条 この規則は，経済的理由によって，就学困難と認められる児童生徒若しくは

入学予定者の保護者（学校教育法（昭和22年法律第26号）第16条に規定する保護者

をいう。以下同じ。）又は福岡きぼう中学校生徒若しくは福岡きぼう中学校入学予

定者の生計を主として維持する者（以下「生計維持者」という。）に対して行う就

学に必要な援助（以下「援助」という。）に関し必要な事項を定めるものとする。         

第１条の次に次の１条を加える。 

（定義） 
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第１条の２ 次の各号に掲げる用語の意義は，それぞれ当該各号に定めるところによ

る。 

⑴ 児童生徒 福岡市立の小学校若しくは中学校又は国（学校教育法第２条第１項

に規定する国をいう。以下同じ。）若しくは都道府県が設置する小学校，中学

校，義務教育学校若しくは中等教育学校の前期課程に在学し，福岡市に住所を有

する者であって，福岡きぼう中学校生徒以外のもの 

⑵ 入学予定者 福岡市立の小学校若しくは中学校又は国若しくは都道府県が設置

する小学校，中学校，義務教育学校若しくは中等教育学校の前期課程に次年度に

入学予定の者で福岡市に住所を有するものであって，福岡きぼう中学校入学予定

者以外のもの 

⑶ 福岡きぼう中学校生徒 福岡市立福岡きぼう中学校に在学し，福岡市に住所を

有する者 

⑷ 福岡きぼう中学校入学予定者 福岡市立福岡きぼう中学校に次年度に入学予定

の者で福岡市に住所を有するもの 

第２条第１項中「保護者で，かつ」を「保護者のうち」に，「者に」を「ものに」

に改め，同条第２項中「福岡市立の小学校，中学校に在学する児童生徒又は福岡市の

小学校，中学校の次年度の入学予定者」を「児童生徒（福岡市立の小学校若しくは中

学校に在学する者に限る。）又は入学予定者（福岡市立の小学校若しくは中学校に次

年度に入学予定の者に限る。）」に，「者は」を「ものに対しては」に，「ものとす

る」を「ことができる」に改める。 

第３条第１項中「在学する」の次に「若しくは入学予定者が入学する予定の」を加

え，「，中学校の校長若しくは入学予定者が入学する予定の福岡市立の小学校，中学

校の校長」を「若しくは中学校の校長（以下「校長」という。）」に改める。 

第４条第１項中「資格の有無を審査して援助」を「援助の対象者に該当するかどう

か」に改める。 

第５条第５号中「その他教育委員会」を「前各号に掲げるもののほか，教育委員

会」に改める。 
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第７条第１項中「入学を予定する」を「次年度に入学予定の」に改め，同条第２項

中「（保護者」を「（児童生徒の保護者」に改める。    

第９条第２号中「福岡市立の小学校，中学校」を「，福岡市立の小学校若しくは中

学校」に改め，「当該学校に」を削る。 

第10条中「とき及び」を「場合又は」に改める。 

第11条第１項第１号中「援助」を「，援助」に，「廃止の届け出をしたとき」を

「辞退の届出をしたとき。」に改め，同項第２号を次のように改める。 

⑵ 児童生徒又は入学予定者の保護者が，第２条に規定する援助の対象者に該当し

なくなったとき。 

第11条第１項第３号中「偽り」を「，偽り」に，「とき」を「とき。」に改める 

第12条を第13条とし，第11条の次に次の１条を加える。 

（福岡市立福岡きぼう中学校の生徒等に係る援助） 

第12条 第２条（第２項を除く。）から前条までの規定は，生計維持者に対する援助

について準用する。この場合において，次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に

掲げる字句は，それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 

第３条第１項 児童生徒が在学する若しくは入

学予定者が入学する予定の福岡

市立の小学校若しくは中学校 

福岡市立福岡きぼう中学校 

第３条第２項 前項 第12条において準用する前項 

児童生徒又は入学予定者 福岡きぼう中学校生徒又は福岡

きぼう中学校入学予定者 

第３条第３項 第１項 第12条において準用する第１項 

児童生徒（国又は都道府県が設

置する小学校，中学校，義務教

育学校又は中等教育学校の前期

課程に在学する学齢児童又は学

齢生徒を除く。）の保護者 

生計維持者（福岡きぼう中学校

生徒の生計を主として維持する

者に限る。） 
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当該児童生徒 当該福岡きぼう中学校生徒 

第４条第１項 前条 第12条において準用する前条 

第２条 第12条において準用する第２条

第１項 

第４条第２項 前項 第12条において準用する前項 

第５条 ⑴ 学校給食費 

⑵ 入学準備金 

⑶ 学用品費等 

⑷ 修学旅行費 

⑸ 前各号に掲げるもののほ

か，教育委員会が特に必要と

認めるもの 

⑴ 学用品費等 

⑵ 修学旅行費 

⑶ 前２号に掲げるもののほ

か，教育委員会が特に必要と

認めるもの 

第７条第１項 第５条各号 第12条において準用する第５条

各号 

第７条第２項 児童生徒の保護者 生計維持者（福岡きぼう中学校

生徒の生計を主として維持する

者に限る。） 

第８条 とする。ただし，入学予定者の

保護者にあっては，教育委員会

が入学予定者の入学準備金の支

給を認定した日から次年度の学

年の末日までとする。 

とする。 

第９条第１号 第11条第１項第３号 第12条において準用する第11条

第１項第３号 

第９条第２号 入学予定者が，福岡市立の小学

校若しくは中学校又は国若しく

は都道府県が設置する小学校，

福岡きぼう中学校入学予定者

が，福岡市立福岡きぼう中学校 
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中学校，義務教育学校若しくは

中等教育学校の前期課程 

とき。ただし，第2条第2項に該

当するときを除く。 

とき。 

第11条第１項第２号 
第２条 第12条において準用する第２条

第１項 

附 則 

この規則は，令和４年４月１日から施行する。 
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福
岡
市
児

童
生

徒
等
就

学
援

助
規
則

（
平

成
1
9
年

福
岡

市
教
育

委
員

会
規
則

第
５

号
）
新

旧
対

照
表
 

現
行
 

改
正

後
（

案
）

 
備

考
 

（
目

的
）
 

（
趣

旨
）

 
 

第
１

条
 

こ
の

規
則
は

，
学

校
教
育

法
（

昭
和

2
2
年

法
律

第
2

6
号

）
第

1
9
条

の
規

定
に

基
づ

き
，
経

済
的

理
由

に
よ

っ
て

，

就
学

困
難

と
認

め
ら

れ
る

児
童

生
徒

（
学

校
教

育
法

第
1
8

条
に

規
定

す
る

学
齢
児

童
及

び
学
齢

生
徒

の
う

ち
，福

岡
市

立
の

小
学

校
，
中
学
校

又
は

国
（
学

校
教

育
法

第
２

条
第

１

項
に

規
定

す
る

国
を
い

う
。
以
下

同
じ
。
）
若

し
く

は
都

道

府
県

が
設

置
す

る
小
学

校
，
中
学
校

，
義

務
教

育
学

校
若

し

く
は

中
等

教
育

学
校
の

前
期

課
程
に

在
学

し
，
福

岡
市

 
 

 
に
住
所

を
有

す
る
も

の
を

い
う

。
以
下

同
じ

。
）
又

は
入

学
予

定
者
（
福

岡
市
立

の
小

学
校
，
中
学

校
又

は
国

若
し

く

は
都

道
府

県
が

設
置
す

る
小

学
校
，
中
学

校
，
義

務
教

育
学

校
若

し
く

は
中

等
教
育

学
校

の
前
期

課
程

の
次

年
度

の
入

学
予

定
者

で
福

岡
市
に

住
所

を
有
す

る
も

の
を

い
う

。以
下

同
じ

。
）
の
保

護
者
（
学
校

教
育
法

第
1
6
条

に
規

定
す

る
保

護
者

を
い

う
。
以
下
同

じ
。
）
に
対

し
，
就

学
に

必
要

な
援

助
（

以
下
「
援

助
」
と
い
う
。
）
を
行

う
こ

と
に

よ
り

義
務

教
育

の
円

滑
な

実
施
を

図
る

こ
と
を

目
的

と
す

る
。

 

第
１

条
 

こ
の

規
則

は
，
経

済
的

理
由
に

よ
っ
て

，
就

学
困
難

と
認

め
ら

れ
る

児
童

生
徒

若
し

く
は

入
学

予
定
者

の
保

護

者
（
学

校
教
育

法
（

昭
和

2
2
年
法

律
第

2
6
号

）
第

1
6
条
に

規

定
す

る
保

護
者

を
い

う
。
以

下
同

じ
。
）
又
は

福
岡
き

ぼ
う

中
学

校
生

徒
若

し
く

は
福

岡
き

ぼ
う

中
学

校
入
学

予
定

者

の
生

計
を

主
と

し
て

維
持

す
る

者
（

以
下

「
生
計

維
持

者
」

と
い
う

。
）
に

対
し

て
行

う
就

学
に
必

要
な

援
助
（
以
下
「
援

助
」
と

い
う

。
）
に

関
し

必
要

な
事

項
を

定
め
る

も
の

と
す

る
。
 

第
１
条
を

全
部

改
正
。
 

用
語
の
定

義
は

第
２
条

で
行

う
。

 

福
岡
き
ぼ

う
中

学
校
の

生
徒

や
福
岡
き

ぼ
う

中
学
校

の
入

学
予
定
者

に
は

自
立
し

て
い

る
者
も
い

る
た

め
，
支

給
対

象
を
保
護

者
で

は
な
く

生
計

維
持
者
と

す
る

。
 

 
（

定
義

）
 

 

（
新

設
）
 

第
１

条
の

２
 

次
の

各
号

に
掲

げ
る

用
語

の
意
義

は
，そ

れ
ぞ

れ
当

該
各

号
に

定
め

る
と

こ
ろ

に
よ

る
。
 

⑴
 
児

童
生

徒
 
福

岡
市

立
の

小
学

校
若

し
く
は

中
学

校

定
義
規
定

の
追

加
。
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又
は
国
（

学
校

教
育

法
第

２
条

第
１
項

に
規

定
す
る

国
を

い
う

。
以

下
同

じ
。
）
若

し
く

は
都

道
府

県
が
設

置
す

る

小
学

校
，
中

学
校

，
義

務
教

育
学
校

若
し

く
は
中

等
教

育

学
校

の
前

期
課

程
に

在
学

し
，
福

岡
市

に
住

所
を
有

す
る

者
で

あ
っ

て
，

福
岡

き
ぼ

う
中
学
校

生
徒

以
外
の

も
の
 

⑵
 
入

学
予

定
者

 
福

岡
市

立
の
小

学
校

若
し
く

は
中

学

校
又

は
国

若
し

く
は

都
道

府
県
が
設

置
す

る
小
学

校
，
中

学
校
，
義

務
教

育
学

校
若

し
く

は
中
等

教
育

学
校
の

前
期

課
程

に
次

年
度

に
入

学
予

定
の
者
で

福
岡

市
に
住

所
を

有
す

る
も

の
で

あ
っ

て
，
福

岡
き

ぼ
う

中
学

校
入
学

予
定

者
以

外
の

も
の

 

⑶
 
福

岡
き

ぼ
う

中
学

校
生

徒
 

福
岡
市

立
福
岡

き
ぼ

う

中
学

校
に

在
学

し
，

福
岡

市
に
住
所

を
有

す
る
者
 

⑷
 
福

岡
き

ぼ
う

中
学

校
入

学
予

定
者
 

福
岡
市

立
福

岡

き
ぼ

う
中

学
校

に
次

年
度

に
入
学
予

定
の

者
で
福

岡
市

に
住

所
を

有
す

る
も

の
 

（
援

助
の

対
象

者
）
 

（
援

助
の

対
象

者
）

 
 

第
２

条
 

教
育

委
員
会

は
，児

童
生
徒

又
は

入
学

予
定

者
の

保

護
者

で
，
か
つ

，
次
の

各
号

の
い
ず

れ
か

に
該

当
す

る
者

に

 
対
し
，

援
助

を
行
う

も
の

と
す
る

。
 

第
２

条
 

教
育

委
員

会
は

，児
童

生
徒

又
は

入
学
予

定
者

の
保

護
者

の
う

ち
，次

の
各

号
の

い
ず

れ
か

に
該

当
す
る

も
の

に

対
し

，
援

助
を

行
う

も
の

と
す

る
。
 

字
句
の
修

正
。
 

(
1
)
・

(
2
)
 
（

略
）

 
(
1
)
・

(
2
)
 
（

略
）

 
 

２
 
前

項
の
規

定
に
か

か
わ

ら
ず
，
福
岡

市
立

の
小

学
校

，
中

学
校

に
在

学
す

る
児
童

生
徒

又
は
福

岡
市

の
小

学
校

，中
学

校
の

次
年

度
の

入
学
予

定
者

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

の
う

ち
，
福

岡
市

に
住

２
 
前

項
の

規
定

に
か

か
わ

ら
ず

，
児

童
生
徒
（

福
岡

市
立

の

小
学

校
若

し
く

は
中

学
校

に
在

学
す

る
者

に
限
る

。
）
又

は

入
学

予
定

者（
福

岡
市

立
の

小
学

校
若

し
く

は
中
学

校
に

次

年
度

に
入

学
予

定
の

者
に

限
る

。
）
の
う

ち
，
福
岡
市

に
住

字
句
の
修

正
。
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所
を

有
し

な
い

も
の
の

保
護

者
で

，前
項

各
号

の
い

ず
れ

か

に
該

当
す

る
者

は
 

 
 

 
 

，
住
所

を
有

す
る

市
町

村
と

の
協

議
の

上
，

援
助
を

行
う

も
の
と

す
る

 
。

 

所
を

有
し

な
い

も
の

の
保

護
者

で
，前

項
各

号
の
い

ず
れ

か

に
該

当
す

る
も

の
に

対
し

て
は

，
住

所
を
有

す
る
市

町
村

と

の
協

議
の

上
，

援
助

を
行

う
こ

と
が

で
き

る
。
 

援
助
を
行

う
の

は
必
要

が
あ

る
と
認
め

ら
れ

る
と
き

で
あ

る
た
め
文

言
を

修
正
す

る
。
 

（
援

助
の

申
請

）
 

（
援

助
の

申
請

）
 

 

第
３

条
 

援
助

を
受
け

よ
う

と
す
る

児
童

生
徒

又
は

入
学

予

定
者

の
保

護
者

は
，
別
に
定
め

る
申
請

書
に

必
要

な
書

類
を

添
え

て
，
教
育

委
員
会

に
直

接
，
又

は
児

童
生

徒
が

在
学

す

る
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

福
岡

市
立

の
小

学
校

，中
学

校
の
校

長
若

し
く
は

入
学

予
定

者
が

入
学

す
る

予
定

の
福

岡
市
立

の
小

学
校

，中
学

校
の

校
長

を
経

て

申
請

書
を

提
出

し
な
け

れ
ば

な
ら
な

い
。

 

第
３

条
 

援
助

を
受

け
よ

う
と

す
る

児
童

生
徒
又

は
入

学
予

定
者

の
保

護
者

は
，
別

に
定

め
る

申
請

書
に

必
要
な

書
類

を

添
え

て
，
教

育
委

員
会

に
直

接
，
又

は
児

童
生
徒

が
在

学
す

る
若

し
く

は
入

学
予

定
者

が
入

学
す

る
予

定
の
福

岡
市

立

の
小

学
校

若
し

く
は

中
学

校
の

校
長
（
以

下
「

校
長
」
と
い

う
。
）
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

を
経

て

申
請

書
を

提
出

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。
 

字
句
の
修

正
。
 

以
下
の
条

項
で

用
い
ら

れ
て

い
る
「
校

長
」

と
児
童

生
徒

や
入
学
予

定
者

と
の
関

係
を

明
確
に
す

る
た

め
こ
こ

で
定

義
す
る
。
 

２
・

３
 

（
略

）
 

２
・

３
 

（
略

）
 

 

（
援

助
の

認
定

）
 

（
援

助
の

認
定

）
 

 

第
４

条
 

教
育

委
員
会

は
，

前
条
の

申
請

が
あ

っ
た

と
き

は
，

第
２

条
に

規
定

す
る
資

格
の

有
無
を

審
査

し
て

援
助

 
 

 
を
認
定

す
る

。
こ
の

場
合

に
お
い

て
，

教
育

委
員

会
は

，

校
長

の
意

見
等

を
徴
す

る
こ

と
が
で

き
る

。
 

第
４

条
 

教
育

委
員

会
は

，
前

条
の

申
請

が
あ
っ

た
と

き
は
，

第
２

条
に

規
定

す
る

援
助

の
対

象
者

に
該

当
す
る

か
ど

う

か
を

認
定

す
る

。
こ

の
場

合
に

お
い

て
，

教
育
委

員
会

は
，

校
長

の
意

見
等

を
徴

す
る

こ
と

が
で

き
る

。
 

２
条
に
お

い
て

「
資
格

」
と

い
う
用
語

は
用

い
ら
れ

て
い

な
い
た
め

字
句

を
修
正

。
 

２
 
（

略
）
 

２
 
（

略
）

 
 

（
援

助
の

費
用

）
 

（
援

助
の

費
用

）
 

 

第
５

条
 

援
助

は
，
次
に
掲
げ

る
費
用

の
範

囲
内

に
お

い
て

行

う
。
た

だ
し
，
生

活
保
護

法
第

1
3
条
の

規
定

に
よ

る
教

育
扶

助
と

し
て

こ
れ

に
相
当

す
る

支
給
を

受
け

た
場

合
は

，支
給

し
な

い
。
 

⑴
～

⑷
 

（
略

）
 

⑸
 
そ

の
他
教

育
委
員

会
 

 
 

 
 
 

 
 
 

が
特

に

第
５

条
 

援
助

は
，
次

に
掲

げ
る

費
用

の
範

囲
内
に

お
い

て
行

う
。
た

だ
し

，
生

活
保

護
法

第
1
3
条
の

規
定

に
よ
る

教
育

扶

助
と

し
て

こ
れ

に
相

当
す

る
支

給
を

受
け

た
場
合

は
，支

給

し
な

い
。

 

⑴
～

⑷
（

略
）

 

⑸
 
前

各
号

に
掲

げ
る

も
の

の
ほ

か
，
教
育

委
員
会

が
特
に

     字
句
の
修

正
。
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必
要

と
認

め
る

も
の
 

必
要

と
認

め
る

も
の

 

第
６

条
 

（
略

）
 

第
６

条
 

（
略

）
 

 

（
援

助
費

の
支

給
）
 

（
援

助
費

の
支

給
）

 
 

第
７

条
 

教
育

委
員
会

は
，援

助
の
認

定
を

受
け

た
児

童
生

徒

又
は

入
学

予
定

者
の
保

護
者

に
，
第
５
条

各
号

に
掲

げ
る

費

用
（

以
下
「
援

助
費
」
と
い

う
。
）
を
支

給
す

る
。
こ

の
場

合
に

お
い

て
，
援
助
の

認
定

を
受
け

た
児

童
生

徒
（

国
又

は

都
道

府
県

が
設

置
す
る

小
学

校
，
中

学
校

，
義

務
教

育
学

校

又
は

中
等

教
育

学
校
の

前
期

課
程
に

在
学

す
る

学
齢

児
童

又
は

学
齢

生
徒

を
除
く

。
以

下
こ
の

条
に

お
い

て
同

じ
。

）

又
は

入
学

予
定

者
（
国

又
は

都
道
府

県
が

設
置

す
る

小
学

校
，
中

学
校
，
義

務
教
育

学
校

又
は
中

等
教

育
学

校
の

前
期

課
程
に
入

学
を

予
定
す

る
 

者
を
除

く
。

)
の

保
護
者
が

，

請
求

，
受
領
及
び

返
納
に

関
す

る
一
切

の
事

務
を

校
長

に
委

任
す

る
と

き
は

，
校
長

を
経

て
支
給

す
る

こ
と

が
で

き
る

。 

第
７

条
 

教
育

委
員

会
は

，援
助

の
認

定
を

受
け
た

児
童

生
徒

又
は

入
学

予
定

者
の

保
護

者
に

，
第

５
条
各

号
に
掲

げ
る

費

用
（

以
下
「

援
助

費
」
と

い
う

。
）
を
支

給
す
る
。
こ

の
場

合
に

お
い

て
，
援

助
の

認
定

を
受

け
た
児

童
生
徒
（
国

又
は

都
道

府
県

が
設

置
す

る
小

学
校

，
中

学
校

，
義
務

教
育

学
校

又
は

中
等

教
育

学
校

の
前

期
課

程
に

在
学

す
る
学

齢
児

童

又
は

学
齢

生
徒

を
除

く
。

以
下

こ
の

条
に

お
い
て

同
じ

。
）

又
は

入
学

予
定

者
（

国
又

は
都

道
府

県
が

設
置
す

る
小

学

校
，
中

学
校

，
義

務
教

育
学

校
又

は
中

等
教

育
学
校

の
前

期

課
程

に
次

年
度

に
入

学
予

定
の

者
を

除
く

。
)の

保
護

者
が

，

請
求
，
受

領
及

び
返

納
に

関
す

る
一

切
の
事

務
を
校

長
に

委

任
す

る
と

き
は

，
校

長
を

経
て

支
給

す
る

こ
と
が

で
き

る
。 

         字
句
の
修

正
。
 

２
 
教

育
委
員

会
は
，
児
童

生
徒
の

保
護

者
が

請
求

，
受

領
及

び
返

納
に

関
す

る
一
切

の
事

務
を
校

長
に

委
任

す
る

場
合

で
あ

っ
て

，学
校

徴
収
金

の
う

ち
援
助

の
対

象
と

な
る

も
の

に
つ

い
て

納
期

限
(
保

護
者

 
 

 
 

 
か

ら
の

申
出

に
よ

り
納

期
限

の
延

長
を
し

た
場

合
は

，延
長

を
す

る
前

の
納

期

限
)か

ら
１
か
月

以
上
納

付
し

て
い
な

い
と

き
は

，
全

て
の

援
助

費
を

校
長

を
経
て

支
給

す
る
こ

と
が

で
き

る
。

 

２
 
教

育
委

員
会

は
，
児

童
生

徒
の

保
護

者
が
請

求
，
受
領
及

び
返

納
に

関
す

る
一

切
の

事
務

を
校

長
に

委
任
す

る
場

合

で
あ

っ
て

，学
校

徴
収

金
の

う
ち

援
助

の
対

象
と
な

る
も

の

に
つ

い
て

納
期

限（
児

童
生

徒
の

保
護

者
か

ら
の
申

出
に

よ

り
納

期
限

の
延

長
を

し
た

場
合

は
，延

長
を

す
る
前

の
納

期

限
)か

ら
１

か
月

以
上

納
付

し
て

い
な

い
と

き
は
，

全
て

の

援
助

費
を

校
長

を
経

て
支

給
す

る
こ

と
が

で
き
る

。
 

   字
句
の
修

正
。
 

第
８

条
 

（
略

）
 

第
８

条
 

（
略

）
 

 

（
援

助
費

の
返

還
）
 

（
援

助
費

の
返

還
）

 
 

第
９

条
 

援
助

費
は
，
次
に

掲
げ
る

場
合

を
除

き
，
返

還
を

要
第

９
条

 
援

助
費

は
，
次

に
掲

げ
る

場
合

を
除
き

，
返

還
を
要
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し
な

い
。
 

⑴
 
（

略
）
 

⑵
 
入

学
予
定

者
が
福

岡
市

立
の
小

学
校

，
中

学
校

 
 
 

 
又
は
国

若
し

く
は
都

道
府

県
が
設

置
す

る
小

学
校

，
中

学
校
，
義
務

教
育

学
校
若

し
く

は
中
等

教
育

学
校

の
前

期

課
程

に
入

学
し

な
か
っ

た
と

き
，
又
は

当
該

学
校

に
入

学

す
る

前
年

度
に

お
い
て

福
岡

市
に
住

所
を

有
し

な
く

な

っ
た

と
き

。
た

だ
し

，
第
２

条
第
２

項
に

該
当

す
る

と
き

を
除

く
。
 

⑶
 
（

略
）
 

し
な

い
。

 

⑴
 
（

略
）

 

⑵
 
入

学
予

定
者

が
，
福

岡
市

立
の

小
学
校

若
し
く

は
中
学

校
又

は
国

若
し

く
は

都
道

府
県
が
設

置
す

る
小
学

校
，
中

学
校
，
義

務
教

育
学

校
若

し
く

は
中
等

教
育

学
校
の

前
期

課
程

に
入

学
し

な
か

っ
た

と
き
，
又
は

 
 

 
 
 

入
学

す
る

前
年

度
に

お
い

て
福

岡
市
に
住

所
を

有
し
な

く
な

っ
た

と
き

。
た

だ
し

，
第

２
条

第
２

項
に

該
当
す

る
と

き

を
除

く
。

 

⑶
 
（

略
）

 

  字
句
の
修

正
。
 

  字
句
の
修

正
。
 

（
申

請
内

容
の

変
更
）
 

（
申

請
内

容
の

変
更

）
 

 

第
1
0
条
 

援
助

の
認
定

を
受

け
た
児

童
生

徒
又
は

入
学

予
定

者
の

保
護

者
は

，援
助
を
必
要

と
し
な

く
な

っ
た

と
き

及
び

申
請

の
内

容
に

変
更
が

生
じ

た
場
合

は
，教

育
委

員
会

又
は

校
長

に
別

に
定

め
る
届

出
書

に
よ
り

，届
け

出
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。
 

第
1
0
条
 

援
助

の
認
定

を
受

け
た
児

童
生

徒
又
は

入
学

予
定

者
の

保
護

者
は

，援
助

を
必

要
と

し
な

く
な

っ
た
場

合
又

は

申
請

の
内

容
に

変
更

が
生

じ
た

場
合

は
，教

育
委
員

会
又

は

校
長

に
別

に
定

め
る

届
出

書
に

よ
り

，届
け

出
な
け

れ
ば

な

ら
な

い
。

 

 字
句
の
修

正
。
 

（
援

助
の

廃
止

及
び
停

止
）
 

（
援

助
の

廃
止

及
び

停
止

）
 

 

第
1
1
条
 

援
助

は
，
次

に
掲

げ
る
場

合
，

廃
止
す

る
。
 

⑴
 
児

童
生
徒

又
は
入

学
予

定
者
の

保
護

者
が

援
助

を
必

要
と

し
な

く
な

り
，
廃

止
の

届
け
出

を
し

た
と

き
 

⑵
 
第

２
条
に

規
定
す

る
資

格
が
喪

失
し

た
と

き
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

⑶
 
児

童
生
徒

又
は
入

学
予

定
者
の

保
護

者
が

偽
り

そ
の

他
不

正
の

手
段

に
よ
り

援
助

費
の
支

給
を

受
け

た
と

き
 

第
1
1
条
 

援
助

は
，
次

に
掲

げ
る
場

合
，

廃
止
す

る
。
 

⑴
 
児

童
生

徒
又

は
入

学
予

定
者

の
保
護

者
が
，
援

助
を
必

要
と

し
な

く
な

り
，

辞
退

の
届
出
を

し
た

と
き
。
 

⑵
 
児

童
生

徒
又

は
入

学
予

定
者

の
保
護

者
が
，
第

２
条
に

規
定

す
る

援
助

の
対

象
者

に
該
当
し

な
く

な
っ
た

と
き
。
 

⑶
 
児

童
生

徒
又

は
入

学
予

定
者

の
保
護

者
が
，
偽

り
そ
の

他
不

正
の

手
段

に
よ

り
援

助
費
の
支

給
を

受
け
た

と
き
。
 

字
句
及
び

句
読

点
の
修

正
。
 

  第
２
号
主

語
の

追
加
。

第
２

条
に
お
い

て
「

資
格
」

と
い

う
用
語
は

用
い

ら
れ
て

い
な

い
た
め
字

句
を

修
正
。
 

２
 
（

略
）
 

２
 
（

略
）
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（

福
岡

市
立

福
岡

き
ぼ

う
中

学
校
の

生
徒

等
に
係

る
援

助
） 

 

（
新
設
）
 

第
1
2
条
 

第
２

条
（

第
２
項

を
除
く

。
）
か
ら

前
条
ま

で
の
規

定
は

，
生

計
維

持
者

に
対

す
る

援
助

に
つ

い
て
準

用
す

る
。

こ
の

場
合

に
お

い
て

，次
の

表
の

左
欄

に
掲

げ
る
規

定
中

同

表
の

中
欄

に
掲

げ
る

字
句

は
，そ

れ
ぞ
れ
同

表
の
右

欄
に

掲

げ
る

字
句

に
読

み
替

え
る

も
の

と
す

る
。
 

 

 
第

３
条

第
１

項
 

児
童

生
徒

が
在

学

す
る

若
し

く
は

入

学
予

定
者

が
入

学

す
る

予
定

の
福

岡

市
立

の
小

学
校

若

し
く

は
中

学
校

 

福
岡
市
立

福
岡

き

ぼ
う
中
学

校
 

第
３

条
第

２
項

 
前

項
 

第
1
2条

に
お

い
て

準
用
す
る

前
項
 

児
童

生
徒

又
は

入

学
予

定
者

 

福
岡
き
ぼ

う
中

学

校
生
徒
又

は
福

岡

き
ぼ
う
中

学
校

入

学
予
定
者
 

第
３

条
第

３
項

 
第

１
項

 
第

1
2条

に
お

い
て

準
用
す
る

第
１

項
 

児
童

生
徒
（

国
又

は

都
道

府
県

が
設

置

す
る

小
学

校
，
中

学

校
，
義

務
教

育
学

校

又
は

中
等

教
育

学

生
計
維
持

者
（
福
岡

き
ぼ
う
中

学
校

生

徒
の
生
計

を
主

と

し
て
維
持

す
る

者

に
限
る
。

）
 

「
児
童
生

徒
又

は
入
学

予
定

者
の
保
護

者
」

に
対
す

る
援

助
の
規
定

を
「

生
計
維

持
者

」

に
対
す
る

援
助

に
つ
い

て
準

用
す
る
こ

と
を

柱
書
で

規
定

し
て
い
る

た
め

，
「
児

童
生

徒
又
は
入

学
予

定
者
の

保
護

者
」
と
い

う
規

定
に
つ

い
て

読
替
規
定

を
設

け
る
必

要
は

な
い
。
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校
の

前
期

課
程

に

在
学

す
る

学
齢

児

童
又

は
学

齢
生

徒

を
除
く

。
）
の

保
護

者
 

当
該

児
童

生
徒

 
当

該
福
岡

き
ぼ

う

中
学
校
生

徒
 

第
４

条
第

１
項

 
前

条
 

第
1
2条

に
お

い
て

準
用
す
る

前
条
 

第
２

条
 

第
1
2条

に
お

い
て

準
用
す
る

第
２

条

第
１
項
 

第
４

条
第

２
項

 
前

項
 

第
1
2条

に
お

い
て

準
用
す
る

前
項
 

第
５

条
 

⑴
 
学

校
給

食
費
 

⑵
 
入

学
準

備
金
 

⑶
 
学

用
品

費
等
 

⑷
 
修

学
旅

行
費
 

⑸
 
前

各
号

に
掲

げ
る

も
の

の
ほ

か
，
教

育
委

員
会

が
特

に
必

要
と

認
め

る
も

の
 

⑴
 
学
用

品
費

等
 

⑵
 
修
学

旅
行

費
 

⑶
 
前
２

号
に

掲

げ
る
も
の

の
ほ

か
，
教

育
委
員

会

が
特
に
必

要
と

認
め
る
も

の
 

第
７

条
第

１
項

 
第

５
条

各
号

 
第

1
2条

に
お

い
て

準
用
す
る

第
５

条

各
号
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第
７

条
第

２
項

 
児

童
生

徒
の

保
護

者
 

生
計
維
持

者
（
福
岡

き
ぼ
う
中

学
校

生

徒
の
生
計

を
主

と

し
て
維
持

す
る

者

に
限
る
。

）
 

第
８

条
 

と
す

る
。

た
だ

し
，

入
学

予
定

者
の

保

護
者

に
あ

っ
て

は
，

教
育

委
員

会
が

入

学
予

定
者

の
入

学

準
備

金
の

支
給

を

認
定

し
た

日
か

ら

次
年

度
の

学
年

の

末
日

ま
で

と
す

る
。

と
す
る
。
 

第
９

条
第

１
号

 
第

1
1条

第
１

項
第

３
号
 

第
1
2条

に
お

い
て

準
用

す
る

第
1
1
条

第
１
項
第

３
号
 

第
９

条
第

２
号

 
入

学
予

定
者

が
，
福

岡
市

立
の

小
学

校

若
し

く
は

中
学

校

又
は

国
若

し
く

は

都
道

府
県

が
設

置

す
る

小
学

校
，
中

学

校
，
義

務
教

育
学

校

若
し

く
は

中
等

教

育
学

校
の

前
期

課

福
岡
き
ぼ

う
中

学

校
入
学
予

定
者

が
，

福
岡
市
立

福
岡

き

ぼ
う
中
学

校
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程
 

と
き

。
た

だ
し

，
第

２
条

第
２

項
に

該

当
す

る
と

き
を

除

く
。
 

と
き
。
 

第
1
1条

第
１

項
第

２
号
 

第
２

条
 

第
1
2条

に
お

い
て

準
用
す
る

第
２

条

第
１
項
 

第
1
2条

 
（
略

）
 

第
1
3条

 
（

略
）

 
条

の
移
動

。
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付議案第 11 号資料 

 

福岡市児童生徒等就学援助規則の一部を改正する規則 

 

１ 改正の理由 

  令和４年４月に開校する福岡市立福岡きぼう中学校に通学する生徒の生計維持者に

対し、就学援助制度を適用するため改正を行うもの。 

 

２ 改正の内容 

経済的理由によって就学困難と認められる福岡きぼう中学校の生徒の生計維持者に 

 ついても、学齢児童及び学齢生徒の保護者に準じて援助を行うもの。 

 

３ 施行期日 

  令和４年４月 1 日 
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